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農
地
中
間
管
理
事
業
を
利
用
す
る

農
地
の
貸
借
や
売
買
の
提
出
先

　
法
改
正
に
よ
り
、
令
和
７
年
度
か
ら「
利

用
集
積
事
業
」が
廃
止
さ
れ
、「
農
地
中
間

管
理
事
業
」に
移
行
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
伴

い
、
申
請
書
類
や
提
出
先
が
変
更
と
な
り

ま
す
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
の
利
用
集
積
事

業
に
よ
る
貸
し
借
り
の
契
約
は
、
引
き
続

き
有
効
で
す
。

●
農
地
中
間
管
理
事
業
に
つ
い
て

　
農
地
中
間
管
理
事
業
は
、
県
か
ら
指

定
を
受
け
た
農
地
中
間
管
理
機
構
が
農

地
の
所
有
者（
出
し
手
）か
ら
農
地
を
借

り
受
け
、
そ
の
農
地
を
農
地
中
間
管
理

機
構
が
耕
作
者（
受
け
手
）に
貸
し
付
け

る
事
業
で
す
。
農
地
中
間
管
理
機
構
が

間
に
入
る
こ
と
で
、
出
し
手
、
受
け
手

の
双
方
に
さ
ま
ざ
ま
な
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

市
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

●
令
和
7
年
度
か
ら
の
書
類
提
出
先

（
中
間
管
理
事
業
に
よ
る
売
買
・
貸
借
）

・
田
原
市
営
農
支
援
課

　
加
治
町
南
恩
中
７
番
地
５

　
☎
22‐１
１
２
６

※
営
農
支
援
課
で
は
、
手
続
き
に
必
要
な

　
書
類
の
作
成
の
支
援
も
行
って
い
ま
す

・
Ｊ
Ａ
愛
知
み
な
み
営
農
企
画
課

　
（
本
店
３
階
）

　
古
田
町
岡
ノ
越
６
番
地
４

　
☎
34‐１
０
５
１

　
賃
借
料
を
決
め
る
目
安
に
！

農
地
の
賃
借
料
情
報
を
提
供
し
ま
す

　　

令
和
６
年
１
月
～
12
月
に
締
結
さ
れ

た
年
間
賃
借
料
水
準
は
、
次
の
通
り
で

す
。
市
全
体
の
平
均
と
、
各
地
域
の
実

勢
に
合
っ
た
金
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

（
米
な
ど
の
収
穫
物
に
よ
る
支
払
い
案

件
は
含
ま
な
い
／
平
均
額
を
大
き
く
上

回
る
、
ま
た
は
下
回
る
案
件
は
除
く
）

※
こ
の
賃
借
料
は
あ
く
ま
で
参
考
額
で

す
。
実
際
の
賃
借
料
を
決
め
る
際
は
、

当
事
者
間
の
話
し
合
い
で
決
定
し
て

く
だ
さ
い
。

◦田（水稲）の部		 　　              （10a当たり）

◦畑（ハウス敷地）の部		   　     （10a当たり） ◦畑の部	             　　　　　   （10a当たり）

地域 最低額 最高額 平均額

田原 2,800 円 9,700 円 5,900 円

赤羽根（*） 9,000 円 9,000 円 9,000 円

渥美 3,600 円 10,400 円 5,900 円

田原市平均 5,900 円

地域 最低額 最高額 平均額

田原 15,100 円 72,200 円 41,400 円

赤羽根 22,700 円 113,500 円 46,800 円

渥美 33,200 円 144,400 円 93,400 円

田原市平均 63,000 円

地域 最低額 最高額 平均額

田原 7,200 円 26,100 円 17,400 円

赤羽根 7,700 円 25,000 円 17,300 円

渥美 7,300 円 33,700 円 21,300 円

田原市平均 18,500 円

*赤羽根は件数が少ないため参考値です

▲営農支援課HP
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